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令和５年第１回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 令和５年１月２６日 午後３時３０分 場所 市役所本庁舎３０４会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

令和５年１月２６日 午後３時３０分 開会 宣告者 金子 廣志

令和５年１月２６日 午後４時２０分 閉会 宣告者 金子 廣志

教育長 金子 廣志

委

員

議席番号 氏 名 出･欠 議席番号 氏 名 出･欠

１ 鈴 木 松 江 ○ ２ 小 泉 哲 也 ―

３ 脇 田 美保子 ○ ４ 宮 瀧 交 二 ○

出

席

職

員

①教育総務部長 ○ ②教育総務部副部長兼生涯学習スポーツ課長 ○ ③教育総務課長 ○

④中央公民館長 ― ⑤中央図書館長 ― ⑥学校教育部長 ○

⑦学校教育部副部長兼教育支援課長 ○ ⑧学務課長 ○ ⑨教育相談センター室長 ○

事務局 戸川真理子、城間悦子

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第１号

教育長

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

生涯学習スポ

令和５年第１回新座市教育委員会定例会を開会する。

午後３時３０分

令和４年第１２回新座市教育委員会定例会の会議録の

承認について、質疑はあるか。

承認

令和４年第１２回新座市教育委員会定例会の会議録は、

承認された。

議案第１号「新座市立歴史民俗資料館条例の一部を改正

する条例の申出について」を生涯学習スポーツ課長から説

明願う。

新座市立歴史民俗資料館は、令和５年４月１日から供用

を開始する保健センター・歴史民俗資料館複合施設への移

転に伴い、条例第２条について、現行所在地の「新座市片

山一丁目２１番２５号」から、移転後の新たな所在地「新

座市野火止二丁目９番３７号」に変更するものである。条

例施行日は令和５年４月１日である。

現在、市ホームページでは、「れきしてらすカウントダ

ウン」として、開館準備状況を画像で公開しているので、

お時間があれば是非御覧いただきたい。

なお、歴史民俗資料館は、これまで生涯学習スポーツ課

の付属施設であったが、これを機に課相当とし、文化財業

務について同館で取り扱うこととなったことを報告する。

これに関連する規則改正等の諸手続については、別途、

提案させていただく。

議案第１号について、質疑はあるか。

歴史民俗資料館に移管される生涯学習スポーツ課の文

化財業務について、具体的に教えてほしい。

文化財や埋蔵文化財の保護・保存に関することなどが移
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議案第２号

ーツ課長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

管される。人員としては、現在、生涯学習スポーツ課に配

置している文化財担当の５名と歴史民俗資料館専任職員

１名の計６名を歴史民俗資料館に配置する予定である。

土地開発に伴う埋蔵文化財の確認業務は、建築関係の部

署と連携して行うものなので、市庁舎で行った方がよいと

考えるが、どのようにする予定か。

朝霞市も当該業務を博物館で行っている。本市も歴史民

俗資料館で取り扱うよう変更する予定である。

近隣市の状況等も調査して、不都合などがあれば、それ

に備えられるように準備しておいた方が良いと思う。

業務に支障がないようしっかり進めていきたい。

他に質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案第１号は、承認する。

議案第２号「新座市スポーツ施設条例の一部を改正する

条例の申出について」を生涯学習スポーツ課長から説明願

う。

本件は、大和田二・三丁目地区土地区画整理事業の実施

に伴い、移転、再整備することとなったスポーツ施設にお

いて、今般、英橋付近の貯水池上に工事を進めている大和

田多目的運動場整備事業が完了する運びとなり、先行して

運営している大和田少年サッカー場と併せて、名称その他

各運営規定について条例に位置付けるものである。

主な改正点は、第１条に関連する別表第１で、少年サッ

カー場と多目的運動場の２か所の位置について定めてい

る。また、別表第３において、多目的運動場については、

柔軟な運用を見据え、主たる用途を定めず、サッカー、グ

ラウンドゴルフ等の登録団体による占用利用に加え、個人

を対象とした使用料無料のスポーツ広場を併用するもので

ある。

なお、改正する条例の施行日は、工事完了後とし、現段

階では令和５年６月を見込んでいるため、新座市スポーツ

施設規則で定めるものとし、後日改めて提案させていただ

く。

議案第２号について、質疑はあるか。

今後は、子供たちが自由に遊べる場所が新たに確保され

るという理解でよいか。

市有地と一部民地をお借りする形で、英橋付近に約１万

平米の貯水池があり、こちらを多目的運動場として位置付

けるものである。通常ならば、野球やサッカーなどと用途

を決めて、その種目以外の利用はできないのが大原則だが、

今回は多目的施設とし、サッカーやグラウンドゴルフの需

要は見込んだ上で、登録団体からは通常どおりの料金を頂

き、それ以外の平日の午後などの空いている時間帯は、子

供たちの放課後の遊び場として提供することとなる。土、



- 3 -

議案第３号

諸報告

委員

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育長

学務課長

教育長

各委員

教育長

教育長

教育総務課長

日についても、隔週で月４回程度は無償で個人利用できる

よう柔軟な形での運用を考えている。

子供たちが自由に遊べる場が少ない中で、素晴らしい取

組である。是非、市民の皆様にＰＲをして、沢山の方に利

用していただきたい。

少年サッカー場と多目的運動場で使用料に大きく差があ

る理由を教えてほしい。

先行して運用している少年サッカー場は、大和田坂之下

橋付近にあり、人工芝で仕上げている。民間や近隣市の状

況を踏まえた上で、２時間６，１１０円に設定した。一方、

多目的運動場は、英橋付近にあり、現行の殿山運動場や馬

場運動場と概ね同等の整備であるため、そちらと金額を合

わせて２時間２，０９０円としたものである。土地区画整

理事業に伴って、２か所に分かれたという経緯がある。

ただし、中学生以下の子供が使用する場合には、減免措

置を設けている。

子供たちが利用するため、場所によって使用料が異なる

のはあまりよくないと思うのだが、使用料は、競技の種類

などによるのではなく、利用者が大人か子供かということ

に基づくという理解でよいか。

そのとおりである。

他に質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案第２号は、承認する。

議案第３号「新座市立学校医（耳鼻科）の委嘱について」

を学務課長から説明願う。

今年度、辞職願が提出された耳鼻科医の後任の学校医と

して、東北小学校に内田 亮介氏を、東野小学校・第二中

学校に田部 哲也氏を委嘱するものである。

議案第３号について、質疑はあるか。

承認

議案第３号は、承認する。

続いて、諸報告に移る。

２件の報告をする。

①名義後援の承認について報告する。「ＮＰＯ法人 楽

知ん研究所」から申請のあった「親子孫で＜たのしい仮説

実験＞講座」を始めとして、計６件の事業に対して承認し

た。なお、整理番号５６番の「（株）ファジー・アド・オ

フィス」から申請のあった「キッズわくわくワーク」につ

いては、事業の開催場所が市内公共施設ではなく、住宅展

示場の「新座朝霞ハウジングステージ」であるため、不承

認としたことを報告する。

②令和４年第４回新座市議会定例会の概要について報
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生涯学習スポ

ーツ課長

学務課長

告する。会期は、１１月２９日（火）から１２月１６日（金）

までの１８日間で、市長提出議案は追加議案を含め２８件

であった。このうち、教育委員会関連の議案としては、補

正予算及び債務負担行為である。

補正予算については、教育費の主な歳出として、小中学

校及び公民館の施設用燃料費及び光熱水費が原料価格高

騰により不足となることから増額するものである。また、

その他については故障した給食施設などの修繕に係る費用

である。補正の結果、予算総額における教育費の占める割

合は、１１．３５％となった。

債務負担行為についてだが、現在の教育ネットワークは、

令和５年８月にリース満了を迎えることから、新たにフル

クラウド方式による教育ネットワークシステムを構築し５

年間のリース期間とすることから、総額１９億４，１７４

万４千円の債務負担行為を設定するものである。

また、中学校電子黒板借上事業では、平成２１年度に国

の補助金を活用して整備した５０インチテレビが経年劣化

による故障が多発していること並びにＧＩＧＡスクール構

想の推進を目的として教育内容の充実を図るため、７５イ

ンチの電子黒板を７年間のリース期間とすることから

５，６３６万４千円の債務負担行為を設定させていただい

ている。また、今議会の一般質問だが、２５名から質問通

告があり、教育委員会関係は、１７名から４０件であった。

去る令和５年 1 月９日（月・祝）に新座市民会館で二十

歳の集いを２回に分散して実施した。参加者は、合計で

１，１４３人で、対象者の６７．２％となった。

また、市民ギャラリーには、実行委員会が企画したフォ

トスポットを設置し大変好評であった。参加した皆さんか

らは、振袖やスーツ姿の仲間に久しぶりに再会できる良い

機会となったという声も頂いている。

なお、第２部ではテレビ収録が行われた。ＴＢＳ系列の

「にんげん観察バラエティ モニタリング」という番組で、

本日午後８時から放送予定である。

教員不足解消に向けた人材確保について、２つの取組

を報告する。

一つ目は、教員免許復活・活用セミナーの開催であ

る。教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正

する法律が、令和４年７月１日に施行され、教員免許更

新制が廃止された。昨今の教員不足の解消に向け、県も

「ペーパーティーチャー講習会」を開催するなど、免許

状所有者の発掘に力を入れている。本市においても、旧

免許状所持者でいわゆる「休眠」の状態にある方や、免

許を取得しながらも他の職に就き、現在も教育への情熱

をお持ちの方などを対象に、情報共有の機会を設けるた
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その他

教育支援課長

教育長

委員

学務課長

めに、１月２８日（土）と２月８日（水）の２回、セミ

ナーを開催する。既にスクールメールを利用して市内の

保護者や教職員にお知らせし、本日までに３３名の申込

みを頂いているところである。

２つ目の取組は、セミナーに限らず随時質問をお受けす

るという個別相談会である。こちらは、２回目のセミナー

が開催される２月８日以降に、各校を通じて各家庭に配布

し、チラシの残部を窓口や教職員にも活用してもらうため、

業者に印刷を依頼しているところである。

今後も子供たちの最大の教育環境である教員の不足解

消に向け、一層の取組をしていく。

２件の報告をする。

①令和４年度第３学期の主な行事予定について報告す

る。研究委嘱発表は、３学期は５校で計画され、既に栄小

学校と第三中学校が終了している。御参加いただいた教育

委員の皆様には、芯から冷え込む中での御参会に感謝申し

上げる。今後、２月３日（金）に第五中学校、２月１０日

（金）に第四小学校、２月１５日（水）に第四中学校で開

催される。教育委員の皆様には御多用のところ大変恐縮だ

が、御来校をお願い申し上げる。

２月１６日（木）には教育委員の皆様と校長会との合同

の記念撮影がある。撮影場所は、総合体育館の小会議室を

予定している。

２月２４日（金）には県公立高等学校入学者選抜学力検

査、３月３日（金）にはその合格発表がある。

②令和４年度卒業証書授与式及び令和５年度入学式に

ついて報告する。３月１５日（水）に中学校、２４日（金）

に小学校の卒業証書授与式が執り行われる。入学式は４月

１０日（月）の午前に小学校、午後に中学校で実施予定で

ある。今年度は告辞、お祝いの言葉を行う予定であるため、

教育委員の皆様にも御出席をお願いしたい。

各課からの諸報告に対する質疑、意見はあるか。

学務課からの諸報告で教員免許復活・活用セミナーと個

別相談会の２枚のチラシが配布されたが、一見同じチラシ

のように見えるため、業者に印刷を依頼する際には別のも

のと分かるように工夫した方がよいと思う。

また、教員免許状は、更新の講習を受けていない人は全

員失効しているのか。

基本的には旧免許状か新免許状かで取扱いが分かれてい

た。旧免許状の所持者（免許状取得時に更新制がなかった

方々）で、令和４年７月１日時点で教職に就いていた方は、

更新講習を受けた証明があればそれで問題はない。また、

旧免許状を所持しているが、違う職に就いていて１回も更

新講習を受けていない場合も、旧免許状があれば問題ない
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委員

学務課長

委員

教育長

委員

教育相談セン

ター室長

委員

委員

という御案内ができる。つまり、更新制度が終わるときに

教職に就いていた方は常に更新をしなければならなかった

が、その時点で教職に就いていなかった方々は、休眠状態

としてそのまま免許状を使えるということである。

このチラシにある「あなたの熱意を”鉄壁のカバーリン

グ”でバックアップします！」というフレーズがとても良

いと感じた。

免許状が復活できても、６０代後半で年齢的に教壇に立

つのは難しいということはないか。

基本的には年齢制限というものはない。６５歳まで再任

用されて、６６歳以降も臨時的任用教員として働いている

方も沢山いらっしゃる。ただし、基本的には教員経験を積

まれた方がそのまま継続されている場合が多いので、初め

て７０歳で教壇に立つというのはかなり厳しいと思う。

学生時代に希望に燃えて教員免許を取られた方も多いと

思うので、ずっと教壇に立ってこられなかった方にも現場

に戻ってもらえたらよいと思う。是非、この取組に力を入

れていってほしい。

その他、全体を通じて意見等はあるか。

特別支援学級の作品展を中央公民館まで見に行ったの

だが、一部の蛍光灯が消されていて、とても寂しい雰囲気

だった。特に中学生の作品が素晴らしいので、もっと沢山

の方に見ていただけるように市役所の市民ギャラリーなど

を活用したらどうか。

私が見に行った際にも、確かに人が少なかった。本当に

素晴らしい作品が多いので、もっと多くの方に見ていただ

くために発信していく必要があると考えている。現在、で

きるだけ地域の皆様に見に来ていただきたいということで、

北部は大和田公民館、南部は中央公民館で開催している

が、利便性や環境面なども配慮して今後検討していきたい。

公民館の入口に看板を立てるなどの工夫もしたらよいと

思う。

先日、久しぶりに教育委員の学校訪問を実施したので、

その時のお話を少しさせていただきたい。

今回は、第四中学校と野火止小学校の２校を訪問した。

まず、第四中学校は、廊下がピカピカで校舎が大変綺麗に

保たれていた。特別支援学級を中心に見学したのだが、生

徒が大変集中して、伸びやかな雰囲気で理科の授業を受け

ている様子を見させていただき、感激した。「てこの原理」

の授業だったのだが、全員に体験させており、大変素晴ら

しい授業であった。クロムブックを使ってクイズ形式で問

題に取り組んでおり、授業の効率を上げるのに随分役に立

っているということを強く感じた。また、中学生がクロム

ブックを非常によく使いこなしている様子も見ることがで
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閉会 教育長

きた。

野火止小学校は、古い校舎だが、教室や廊下に子供たち

の作品が沢山展示されていて、とても落ち着いた雰囲気で

あった。また、特別支援学級の子供たちが非常に落ち着い

て授業に取り組んでいる姿が印象的であった。

４年生の授業では、全員がクロムブックを使用しており、

ほとんどの子供がスムーズに使っていた。立ち上げるとき

に少し手間取っている子供がいたのだが、周りの子が教え

てあげたりしている姿が見られた。

野火止小学校では給食を提供していただいた。花柄の磁

器食器で、とても美味しかった。

教育委員会への要望なども伺った。野火止小学校の校長

からは、校舎の長寿命化の対応の中で、是非早い段階でヒ

アリングを実施していただけるとありがたいということだ

った。工事内容が全て決定してからではなく、早めに学校

の要望を聞きながら進めていくことは大事だと思うので、

よろしくお願いしたい。

また、野火止小学校の教頭からは、学校に新しいことが

入ってくるときには、教職員が研修を受ける時間を確保し

てもらえると助かるという話もあった。

今回訪問した２校の校長は、学校愛と自信を持ってやら

れており、大変頼もしい姿を見させていただいた。お二人

とも第五中学校の卒業生ということで、当時を知る者とし

ては大変感慨深いものがあった。

報告は以上である。

特になければ、令和５年第２回定例会は２月２１日（火）

午後３時３０分から、市役所本庁舎２階２０３、２０４会

議室で行う。

これをもって、令和５年第１回新座市教育委員会定例会

を閉会する。

午後４時２０分
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以上、会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するため署名する。

教 育 長

教育長職務代理者

委 員

委 員

委 員

書 記


